
社会福祉法人 正親福祉会 せいしん幼児園・第二せいしん幼児園   令和 4年 1 月 1日発行 

新しい年になりました。ご家族で楽しいお正月休みを過ごされたことと思います。子ど

もたちも、お正月の出来事を嬉しそうにお話ししてくれています。 

今年度も残すところ 3 か月、引き続き、子どもたちが伸び伸びと成長できるように努

め、子どもたちの笑顔を増やしていけるよう、保育に取り組んでいきたいと思います。 

どうぞ本年もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人面談の実施について 

 

12 月から 1 月 30 日(月)まで間、お子さまの成

長を共に振り返り、これからの保育、お子様の育ち

について保護者の方と意見交換を行うため個人面談

を実施させて頂いています。ご協力いただきますよ

うよろしくお願い致します。 

また、すでに終わられました方、ありがとうござ

いました。 

せいしん発表会について 

日 時  令和 4年 2月 6 日（日） 

場 所  京都府民ホール アルティ 

 

2歳児クラス以上が参加する発表会を行います。 各クラスの集大成として、歌、オペレッタなどを

披露します。日々の保育の中で子どもたちと保育士とが一緒に考え楽しく取り組んできたステージ

です。楽しみにしていてくださいね。 

0歳児・1 歳児クラスにつきましては、まだ幼い月齢のお子さまにとって、大きな舞台でスポットライ

トを浴びながら何かを演じるという非日常的な行事は、普段の保育、生活とかけ離れてしまい、必ず

しも小さな子どもたちに必要な保育ではないと考えており、発表会には、お子さまがさらに成長さ

れた 2 歳児クラスからの参加とさせていただいております。ご理解いただきますようよろしくお願

い致します。 

今年度も感染症対策として、第一部午前中に２歳児クラスと年少組、第二部午後からは年中組と

年長組の二部制で行います。 

※時間などの詳細につきましては後日お知らせいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう 
～自転車走行のルールを守りましょう～ 

 
  お子さまを自転車に同乗させる時は、ヘルメットの着用をお願いします。京都府自転車の安全

な利用の促進に関する条例において、『自転車を利用する者は「小学校就学の始期に達するまで

の者」を乗車させる時は、乗車用ヘルメットをかぶらせなければならない』と規定されており、

ヘルメット着用が義務付けられています。 

保育園の送迎時もヘルメットを着用の上、時間にゆとりを持ち、大切な命を運んでいることを

忘れず、交通ルールを守り正しい自転車の利用に心掛けてください。 

①「幼児乗せ自転車を安全に利用するためのポイント」 

（消費者安全調査委員会より） 

②「親子でやくそく交通安全」（京都府警警察より）について、 

ＱＲコードよりご覧ください。 

 

 

 

✖ 

✖ 

◎ ◎ 


